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１ まちづくり構想策定の経緯 

 

ＪＲ横浜線相原駅は、年間乗車人員が約388万人（2018年度）と、多くの人々に日々利用され

ている駅です。相原駅周辺は、町田市都市計画マスタープランにおいて「生活中心地」に位置づ

けられ、地域の日常生活を支え、身近な交通・地域コミュニティ活動の中心地として、賑わいと

交流を創出する拠点形成が求められています。 

これまで相原駅周辺の街づくりは、2006年から地域と市の協働により検討を進め、2010年に提

言書「相原駅周辺街づくりに向けて」や2013年に「相原駅周辺の街づくり方針」などが取りまと

められてきました。 

2013年度からは相原駅の東口及び西口それぞれの諸課題への対応を図るため、東口と西口それ

ぞれ地区別の地権者で構成する「相原駅東口まちづくり検討会」、「相原駅西口まちづくり検討

会」を設置し、地区別のまちづくりについて検討を行ってきました。 

相原駅東口地区は、町田街道（大戸踏切）の立体交差化により、駅東口にアクセスするための 

道路環境が大きく変わります。 

今後はこの大戸踏切立体交差（町田都市計画道路３・３・３６号相原鶴間線）事業に合わせて、

より快適な道路ネットワークの形成を図るため、町田街道から駅東口へ向かう道路を再編成する

必要があります。 

また、地区周辺の賑わいや商業の拠点であった機能を取り戻すため、改めて土地利用の再配置

を行うとともに、生活中心地にふさわしい機能の集積を図り、地区一帯の賑わいを担う拠点とし

てのまちづくりを進めることが求められています。 

このような背景を踏まえ、「相原駅東口まちづくり検討会」では相原駅東口周辺の土地利用の

あり方をはじめとした地区のまちづくりや、町田街道から相原駅東口に向かう新たな道路（アク

セス路）等の検討を進め、「相原駅東口土地利用計画（案）」を取りまとめました。 

本まちづくり構想（以下「本構想」という。）は、「相原駅東口土地利用計画（案）」を踏ま

え、町田市都市計画マスタープラン等諸計画の実現策として、より具体的なまちづくりの方向性

を示すために町田市が策定したものです。 
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３ まちづくり構想の対象区域 

 

相原駅周辺は、町田市都市計画マスタープランにおいて、賑わいと交流を創出する拠点である

「生活中心地」に位置づけられ、公共交通を支える都市基盤の整備、地域密着型の公共施設の充

実、魅力ある商業地の誘導を図るべき地区とされています。 

町田街道立体交差化に伴う相原駅東口周辺の交通環境の変化や、周辺市街地の土地利用の状況

及び都市基盤整備の状況を踏まえ、町田街道立体交差化の整備や町田街道から相原駅東口へアク

セスする新たな道路（アクセス路）の整備と併せて適切な土地利用の誘導が必要と考えられる区

域を、本構想の対象区域として定めます。 

なお、対象区域は、今後のまちづくりの動向等に応じて適宜見直すものとします。 

 

■まちづくり構想の対象区域図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 4 

４ 相原地域の現状 

 

（１）相原地域の特性 

相原地域は、町田市の北西部に位置し、北は八王子市、南は相模原市に近接しています。また、

外縁は高尾・大戸方面と町田市中心部を結ぶ町田街道が通っており、周辺市（八王子市・相模原

市）では都市計画道路の整備が進められ、今後、道路ネットワークの構築が期待されています。 

自然環境としては、地域の北側は七国・相原特別緑地保全地区や相原中央公園などの丘陵地で

南側には境川があります。 

相原駅は、橋本駅から約２ｋｍ、八王子みなみ野駅から約３ｋｍの位置にあることから駅勢圏

が複層しています。また、東京造形大学、東京家政学院大学、法政大学などの大学が周辺に立地

しています。 

本地区周辺では、相原駅西口において駅前広場や都市計画道路の整備が進み、新たな街の姿が

見え始めています。 

 

■対象区域の立地特性図 
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③バス路線 

本地区を通るバス路線は、全て神奈川中央交通株式会社による運行で、経路と運行本数（平日）

は、以下の通りです。 

下記の他にも、相原駅西口駅前広場から大戸・法政大学方面に多くのバスが運行されています。 

 

■堺市民センター前バス停を通るバス路線の平日１日あたりの本数（2019（令和元）年 6月現在） 

大戸方面行 橋本駅北口方面行 

大戸行 4本 大戸発 7本 

法政大学経由大戸行 19本 大戸発法政大学経由 17本 

法政大学行 1本 法政大学発 4本 

青少年センター入口行※ 3本 町田ターミナル行※ 3本 

東京家政学院大学行 28本   

※：まちっこ（町田市コミュニティバス）                     資料：神奈川中央交通株式会社HP 

 

（３）大戸踏切立体交差（町田都市計画道路３・３・３６号相原鶴間線）事業のあらまし 

町田都市計画道路３・３・３６号相原鶴間線は、町田市相原町から町田市内を横断し、町田市

鶴間の大和バイパスに接続する、延長約18.1ｋｍの都市計画道路で、町田市内の軸となる主要な

幹線道路です。町田市相原町地内のＪＲ相原駅周辺では、町田街道と交差するＪＲ横浜線の大戸

踏切による慢性的な交通渋滞や相原駅周辺地域のまちづくりなど様々な課題を抱えています。こ

のため、道路と鉄道の立体交差化による交通渋滞の緩和とともに、良好な住環境や地域の利便

性・安全性・防災性の向上が図れることから、都市計画変更案がとりまとめられ、2014（平成26）

年12月に都市計画事業認可を取得し、現在は用地取得が進められています。 

当該路線の整備にあわせた相原駅周辺のまちづくりを推進することにより、安全で快適なまち

づくりが実現されます。 

 

■都市計画変更の概要図 
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（４）相原駅周辺の土地利用状況 

相原駅周辺地区は、「生活中心地」として生活利便性を支える商業地に位置づけられています

が、西口の町田街道沿いに銀行や比較的大きな量販店が立地しているものの、そのほかの店舗は

いずれも小規模で店舗数及び業種数も少なく、商業地としての機能が不足しているのが現状です。 

①相原駅西口 

西口地区は、駅と町田街道を結ぶ都市計画道路と駅前広場が整備され、路線バスの発着を中心

とした交通の拠点となっています。一方で、駅周辺では都市基盤整備に伴った土地利用が進み市

街地の形成が進んでいます。 

②相原駅東口 

東口地区は、道路などの基盤が未整備のまま市街化が進んだため、駅にアクセスするための道

路が狭く駅前広場も整備されていません。また、かつて東口地区は相原駅周辺の賑わいや商業拠

点としての役割を担ってきたものの、現在は、２階を住居とした小規模な住商併用店舗や独立住

宅が多く、地域の拠点となり日常の買い物ニーズ等に対応できる業種は揃っていません。 

また、町田街道沿いには、堺市民センター、郵便局、保育園などの公共施設や住商併用施設等

が立地していますが、町田街道拡幅により施設の再編等が必要となります。 

今後、東口地区では、町田街道の拡幅整備に伴い、町田街道から駅へ向かうアクセス路を再編

成する必要があります。また、地区周辺の賑わいや商業の拠点であった機能を取り戻すため、改

めて土地利用の再配置を行うとともに、生活中心地にふさわしい機能の集積を図り、地区一帯の

賑わいを担う拠点としてのまちづくりを進めることが求められています。 

 

 

■土地利用現況図 

 

 

 

※この図面は「平成 29年度多摩部土地利用現況調査」より作成 
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５ 相原駅東口地区の課題 

（１）土地利用上の課題 

現在の相原駅東口地区の土地利用上の課題を整理すると、以下の通りとなります。 

● 駅前としての拠点性の向上と賑わい形成 

・駅前地区としての拠点性・利便性が不足していることから、地域の顔として、地区一帯の拠点

となり、賑わいや交流を創出するための駅前広場の整備が求められています。 

・また、本地区周辺には多くの大学が立地し、駅を利用して通学している多くの学生がいるため、

大学と連携しながら、地域住民と学生等多世代間が交流し賑わいを創出するため、ゆとりある

交流空間を形成することが必要です。 

・駅東口地区では、かつて生活中心地にふさわしい商業機能等が集積され、賑わいや商業拠点と

しての役割を担ってきたものの、現在は小規模な商店のみが立地しており、市民の日常生活を

支える業種・機能が不足しています。 

・町田街道立体交差事業による駅へのアクセス路の再編に合わせて、商業・業務施設等の立地誘

導を進めるとともに、新たな賑わいを創出するため、土地利用を再編成することが必要です。 

 

● 駅前にふさわしい都市基盤の整備 

・大戸踏切立体交差（町田都市計画道路３・３・３６号相原鶴間線）事業に合わせて、より快適

な交通ネットワークの形成を図るため、町田街道から駅東口へ向かう道路を再編成する必要が

あります。また、地区南北を結ぶ道路ネットワークを再編成する必要があります。 

・本地区は駅東口に直結する地区であるものの、既存の道路は幅員が狭く、災害時に緊急車両が

円滑に通行できないなど、生活中心地にふさわしい都市基盤が整備されていません。そのため

防災性向上に資する道路等の整備が必要です。 

・賑わいや地域文化資源を感じながら、歩いて楽しめるまちとしての人だまりや歩道空間が不足

しているため、ゆとりある歩行空間の創出が必要です。 

 

● 地域に即した居住環境の形成 

・本地区周辺には、丘陵地の緑をはじめとした地域資源や寺社・史跡などの歴史、文化資源を有

する地区が立地しています。こうした地域・文化資源を保全、活用し、地域の活性化につなげ

るとともに良好な居住環境を保全する必要があります。 

・本地区には、大規模な宅地が多い反面、小規模な宅地が密集している地区があります。また、

商業地と居住地が隣接しており、賑わいの形成と合わせて住宅地としての良好な居住環境形成

が必要となっています。 
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 ７ 相原駅東口地区の土地利用方針 

ゾーン別土地利用の方針 

（１）駅前ゾーンの土地利用方針 

・地域住民や学生等が集い、多世代間が交流し、地域コミュニティによる賑わいを創出するた

めの地区の顔となる駅前拠点を拡充整備します。また、一体的な土地利用による商業施設等

の整備を誘導し、生活中心地にふさわしい駅前拠点を形成します。 

・町田街道から駅前広場へのメインアクセス路沿道の立地特性を活かし、商業・交流機能等を

再編・誘導し、生活中心地にふさわしい魅力と賑わいを創出します。 

 ・既存住宅を許容しつつ、１階店舗等の既存ストック（商業施設等）を活用し、地区に慣れ親

しんだ相原らしい景観を維持しながら地縁や地域コミュニティを活かした賑わいの創出を

図ります。 

（２）駅南ゾーンの土地利用方針 

・町田街道と整備されるアクセス路を活かして、駅前ゾーンを補完する飲食や物販・サービス

業務等を誘導し、賑わいと利便性を向上させます。 

・アクセス路の整備を契機に、沿道での飲食・物販等の商業関連施設を誘導し、賑わいのある

街並みを形成します。 

・隣接する文化資源の活用や、地域資源の維持・保全を図り地域内外の交流と賑わいを形成し

ます。また、駅前広場へのアクセス路に面する立地特性を活かし、中規模な店舗等の立地を

許容しつつ、後背の低層住宅地との調和に配慮した良好な中層住宅地環境を誘導します。 

・低層住宅地では周辺の住環境と調和した良好な居住環境を維持、保全します。 

（３）公共施設ゾーンの土地利用方針 

・町田街道とアクセス路整備を活かし、既存の堺市民センター、郵便局、こうさぎ保育園等の

再整備を進め、公共施設利用等の利便性を向上させます。 

・境川に近接する街区については、将来の境川改修と合わせて、道路や公共施設の整備等、土

地利用再編を検討します。 
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■ゾーン別土地利用の方針 
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８ 相原駅東口地区の整備方針 

まちづくりの目標と方向性、土地利用の方針の実現に向け、まちづくりの進め方を整理しま

した。 

現在整備中の町3・3・36号相原鶴間線（町田街道）立体交差化事業に合わせて、新たなアク

セス路の整備とともに地区内の都市基盤の改善を進め、交通環境の向上を図ります。 

また、駅前や新たなアクセス路沿道における賑わい形成に向けた土地利用を誘導し、商業環

境や住環境を整備するとともに、駅前拠点を形成していきます。 

（１）ゾーン別整備の方針 

当該地区では駅へのアクセス路整備による用地取得が計画されています。そのため都市基盤

の整備に合わせて土地利用を誘導していきます。また、土地利用の方針を実現するためゾーン

をエリアに細分化して、エリア毎に計画的な整備手法や誘導の仕組みを整理します。 

①駅前ゾーン 

ア）駅前中心エリア 

・駅前広場を整備し、ゆとりある空間を設けることにより、地縁によるコミュニティや大学と

の交流づくりを促進し、多世代が関わりを持ちながら、活き活きと活動できる空間を創出し

ます。また、市有地、ＪＲ所有地と民有地を含めた敷地の一体的な土地利用・施設整備を促

進し、地域の拠点性や商業機能を向上させます。 

イ）商業・交流機能誘導エリア 

・駅前広場へのアクセス路整備により既存の敷地形状が大きく変更されることから、敷地形状

に合わせた建物更新が必要になります。 

・既存住宅を許容しつつ、１階店舗等の既存ストック（商業施設等）を活用し、地区に慣れ親

しんだ相原らしい景観を維持しながら地縁や地域コミュニティを活かした賑わいの創出を

図ります。また、アクセス路再編を契機に、メインアクセス路に面する立地特性を活かした

土地利用の実現を図るため、新たな商業や地域文化資源等を発信する業務施設等の賑わい・

交流拠点となる機能を導入し商業・交流機能を誘導します。 

②駅南ゾーン 

ア）商業・業務環境向上エリア 

・町田街道の拡幅整備やアクセス路整備による沿道土地利用の再編の機会を活かし、建替え等

による再整備等を促進します。また、駅前の生活中心地機能を補完する商業・業務機能等、

複合的な土地利用を誘導し、商業・業務環境を向上させます。 

イ）賑わい創出エリア 

・隣接する地域・文化資源を活かした都市基盤の配置を行うとともに、メインアクセス路の沿

道となる立地特性を活かし1階に飲食・物販等の店舗を誘導し、商業と住宅が調和した賑わ

いのある居住環境を形成する。また、建築物の高さの最高限度等を定め、街並み景観や後背

の低層住宅地の環境に配慮した良好な中層住宅地環境を誘導します。 

ウ）居住環境保全エリア 

・敷地面積の最低限度を定め、敷地の細分化等を防止し、良好な低層住宅地としての居住環境

の維持・保全を図ります。 
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③公共施設ゾーン 

ア）商業・業務環境向上エリア 

・駅南ゾーンと同様に、町田街道の拡幅整備を契機とし、主要幹線道路に面する立地特性を活

かしながら建替え等による再整備等を促進します。また、駅前の生活中心地機能を補完する

商業・業務機能等、複合的な土地利用を誘導し、商業・業務環境を向上させます。 

イ）公共施設等再編エリア 

・町田街道の拡幅整備や施設の老朽化による再編の機会を活かし、市民センターや保育園、郵

便局等の既存公共施設の複合化・再整備を進め、地域の公共利便性を向上させます。また、

長期的な河川改修整備と調整を図りながら地区内外を結ぶ基盤整備の検討を行います。 

■ゾーン別整備の方針 
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（２）都市基盤整備の方針 

生活拠点を支えるために必要な道路のネットワークや交通結節機能、憩いの場になる広場等

の都市基盤施設の整備方針を以下のように整理します。 

①駅前広場及び道路 

・地域の顔となる拠点としての駅前広場を整備します。 

・駅前広場と町田街道を結ぶ幅員約１2メートルのメインアクセス路を整備し、アクセス性向

上を図るとともに沿道土地利用の再編を図ります。 

・町田街道の拡幅整備に合わせて、幅員６メートルのサブアクセス路を整備し、地区南北の交

通ネットワークの充実を図り、利便性の高い交通ネットワークを形成します。 

・アクセス路沿道にゆとりある歩行空間や歩道を整備し、賑わいや地域資源等を肌で感じ、歩

いて楽しめる安全性の高い歩行者ネットワークを形成します。   

・周辺の地域文化資源を活かす道路配置とし、地区内外の交流や賑わいを創出します。 

②公園 

・メインアクセス路沿道に誰もが集える公園を整備し、隣接する地域文化資源の立寄地として

活性化の一翼を担います。また、災害時の退避場所として地域の防災性の向上を図ります。 

③その他 

  ・メインアクセス路沿道や、サブアクセス路沿道の緑化を推進するとともに、地区内の緑地の

保全に努め、地区の特色である緑を活かした景観形成を図ります。 

■都市基盤整備の方針 
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※イメージ図であり、完成とは異なります。 

■地区整備のイメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・駅前広場の再編、広場に面した街区での敷地の共同化、一体利用による整備 

・アクセス路沿道での店舗の誘導、街並み形成 

・緑地・広場等の整備 

・公共施設再編                  

等を想定して、イメージ図を描いています。 
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